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 【解説】 2011.11.1、11.17 市議会全員協議会に提案された逐条解説より 

 

第 2 条の最高規範とは、「行動や判断の基準となる最も重要な手本」であり、この条

例で定めた事項や考え方は、「参画と協同によるまちづくり」のすべての活動や事業、判

断やルールづくりなどに尊重されなければならない。 
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【解説】 2011.11.1、11.17 市議会全員協議会に提案された逐条解説より 

第 3条のまちづくりとは、自治、福祉、教育などを含むあらゆる分野の活動や事業、 
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